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○雫石町介護職員初任者研修等受講補助金交付要綱 

令和元年５月10日告示第64号 

雫石町介護職員初任者研修等受講補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、介護職員の確保及び資質向上を図り、もって町民が安心して暮らせる介護サ

ービスを提供するため、雫石町介護職員初任者研修等（以下「研修」という。）の受講に要した

経費に対し補助金を交付することに関し、雫石町補助金交付規則（平成16年雫石町規則第２号。

以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

(１) 事業者 町内で、介護保険法（平成９年法律第123号）に基づく指定介護サービス事業所、

老人福祉法（昭和38年法律第133号）に基づく養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホ

ーム並びに高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号）に基づくサービス付

き高齢者住宅の事業を行う法人をいう。 

(２) 研修等 次のア又はイに定める研修をいう。 

ア 介護保険法施行令（平成10年政令第412号）第３条第１項各号に掲げる研修で、介護保険法

施行規則（平成11年厚生省令第36号）第22条の23第１項に規定する介護職員初任者研修課程

に係るもの 

イ 厚生労働大臣が定める基準（平成27年３月23日号外厚生労働省告示第95号）三のイの(５)

の定める社会福祉士及び介護福祉士法（昭和62年法律第30号）第40条第２項第２号の指定を

受けた学校又は養成施設において一月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を習得する

介護福祉士実務者研修課程に係るもの 

(３) 新規従事者 事業者に雇用されている職員で前号アを受講する者にあっては雇用後１年以

内、イを受講する者にあっては雇用後３年以内の職員をいう。 

（補助金の交付対象者及び交付対象経費） 

第３条 補助金は、事業者に対して交付する。 

２ 補助の対象となる経費は、新規従事者が研修により資格を取得するための受講料及び教材費（他

の公的助成を受けたものを除く。以下「受講料等」という。）のうち事業者が当該年度中に負担

する費用とする。ただし、受講料等に係る分割払に伴う手数料及び修了評価不合格者の追試等に
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係る追加費用は、除くものとする。 

（新規従事者の条件） 

第４条 新規従事者は、事業者が補助金の交付を申請した時点で次に掲げる要件を満たすものとす

る。 

(１) 町内に住所を有する者にあっては、当該研修の修了後引き続き１年以上当該事業所に勤務

すること。 

(２) 町外に住所を有する者にあっては、当該研修の修了後引き続き３年以上当該事業所に勤務

すること。 

(３) 過去にその受講経費についてこの要綱の規定により補助金の交付対象となった研修を受け

ていないこと。 

２ 前項に規定する雇用期間内に、同一法人内での町内事業所間における異動及び法人間譲渡その

他による他法人の町内事業所への異動があった場合は、当該事業所に引き続き勤務しているもの

とみなす。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、受講者１名につき事業者が負担する受講料等に４分の３を乗じて得た金額

（100円未満切捨て）又は受講者１名につき62,000円のいずれか少ない額とする。 

（提出書類及び提出期日） 

第６条 規則の規定により提出する書類、これに添付する書類及び提出部数並びに提出期日は、別

表のとおりとする。 

（状況報告等） 

第７条 申請事業者は、補助金交付後、新規従事者が継続して就労し、第４条第１項第１号及び第

２号に規定する要件を満たしているかの報告を町長にしなければならない。 

（返還免除の特例） 

第８条 規則第15条第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、補助金の返還を免除

することができる。 

(１) 事業所の廃止により、第４条第１項第１号又は第２号に規定する要件を満たさなくなった

場合で、この要綱の規定による補助金の交付対象となった研修の受講者が町内事業所退職後３

か月以内に他の事業者が運営する町内事業所に就職して介護に従事した場合 

(２) その他町長が特に認めた場合 

（補則） 
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第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和元年５月15日から施行し、平成31年度分の補助金から適用する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は、令和４年３月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに補助金の交付の決

定を受けたものについては、同日以後も、なおその効力を有する。 

別表（第６条関係） 

条項 提出書類及び添付書類 様式 提出部数 提出期日 

規則第３条第２項

の規定による書類 

補助金交付申請書 規則様式第１号 １部 事業完了後、

同年度内 

実績報告書 規則様式第９号 １部  

収支決算書 規則様式第10号 １部  

補助金所要額調書 

誓約書 

様式第１号 

様式第２号 

１部  

規則第５条第１項

第１号の規定によ

る書類 

事業計画変更（中止、廃止）

承認申請書 

規則様式第４号 １部 変更等をし

ようとする

とき 

様式第１号（別表関係） 
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様式第２号（別表関係） 

 


